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５．「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」について 

（１）経緯・目的等 

認知症の人が、尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる「共生社会」

（認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に

人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会）の実現を推進

するため、認知症施策について、基本理念、国・地方公共団体の責務、計画の策

定、基本的施策等について定める共生社会の実現を推進するための認知症基本

法（以下「法」という。）が、本年６月に議員立法により成立した。 

法の施行は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内となっているが、地

方公共団体に関係する主な内容は以下のとおりである。 

 

（２）基本理念 

 法では、認知症施策について、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮 

らすことができるよう、以下、①～⑦が基本理念として示されている。 

① 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によ

って日常生活及び社会生活を営むことができる。 

② 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知

識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。 

③ 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを

除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地

域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとと

もに、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十

分に発揮することができる。 

④ 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス

及び福祉サービスが切れ目なく提供される。 

⑤ 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等

が地域において安心して日常生活を営むことができる。 

⑥ 共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認

知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護

方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の

在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる

社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を

広く国民が享受できる環境を整備。 

⑦ 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における

1
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総合的な取組として行われる。 

 

（３）地方公共団体の責務等 

 法では、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏ま

えて、その地方公共団体の地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的

に策定・実施する責務を有することとされている。 

 
（４）認知症の日及び認知症月間 

 法では、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の

日（９月 21 日）及び認知症月間（９月）を設けることとされている。 

 従来から「世界アルツハイマーデー」や「世界アルツハイマー月間」として、

毎年９月には、各地方公共団体等で様々な認知症に関する普及啓発の取組が行

われてきたところであるが、法では、「国及び地方公共団体は、認知症の日にお

いてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとするとともに、認

知症月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければ

ならない。」と規定されており、各地方公共団体においても、「認知症の日」、「認

知症月間」として、引き続き認知症に関する普及啓発の取組をお願いする。 

 
（５）都道府県及び市町村の認知症施策推進計画 

 法により、都道府県及び市町村の認知症施策推進計画については、当該都道府

県及び市町村の実情に即した都道府県・市町村の認知症施策推進計画を策定す

るよう努めなければならないとされており、今後施行に向けては、国が今後策定

する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえて認知症施策を推進していく必要

があることに留意をお願いする。また、策定に当たっては、他の法令の規定によ

る計画であって、認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたも

のでなければならないと定められているほか、計画の案を作成しようとすると

きは、あらかじめ、認知症の人及び家族等の意見を聞くよう努めなければならな

いとされている。 

 なお、現在は、各都道府県・市町村が策定する介護保険事業（支援）計画にお

いて、認知症施策については任意記載事項としているところであり、都道府県・

市町村の認知症施策推進計画については、介護保険事業（支援）計画をはじめ、

他の計画と一体的に定めることは可能であると解される。 
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                                 （参考資料１） 
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（参考資料２） 
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